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簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

鹿児島簡裁判事
兼指宿簡裁判事

鹿児島簡裁判事
兼指宿簡裁判事

1

是枝浩美 昭37.5.2 裁判所法第45条第1項

水沢簡裁判事 水沢簡裁判事 菅原康生 昭33.4.9 〃

俵＃

八雲簡裁判事 八雲簡裁判事 廣海賢治 昭44.5.20 〃

留萌簡裁半l1事兼
深川簡裁判事

留萌簡裁判事兼
深川簡裁判事

脇山靖幸 昭31.3.21 〃

四国中央簡裁判
事兼新居浜簡裁
判事

四国中央簡裁判
事兼新居浜簡裁
判事

藤田満弘 昭32. 12.12 〃

鰯，

今治簡裁判事兼
西条簡裁判事

今治簡裁判事兼
西条簡裁判事

菅 正俊 昭33.2.2 〃


